
    たかしんポケットローン

　　（　ラク～ン　）

○当金庫の会員または会員となる資格を有する個人の方

○年齢が満２０歳以上６９歳以下の方。ただし、お申込金額が１００万円超の 

　 場合は６５歳以下の方となります

○お申込金額１００万円以下の場合は年金受給者・無職の主婦・パート・アル

　 バイトの方もご利用可能です

○お申込金額１００万円超の場合は勤務・営業年数が１年以上で勤務者は

　 前年税込年収２００万円以上、個人事業主は所得金額がマイナスでない方

   （年金受給者・無職の主婦・パート・アルバイトの方はご利用出来ません）

○SMBCコンシューマーファイナンス㈱の保証が受けられる方

※本件借入金額と当金庫の既往借入の合計金額によっては、会員に限られ

　 ます

自由

１０万円以上３００万円以内 （１０万円単位）

※専用カードを発行いたします

※ＡＴＭにて随時ご利用可能です

※初回のご利用時に限り、カードがお手元に届くまでの間窓口にてご融資が

　 ご利用いただけます

○原則として１年の自動更新とさせていただきます

※ご利用は２０歳以上７０歳未満の方です

※７０歳の誕生日以降はご返済のみとなります

当金庫所定利率による　

※ご融資利率は、金利情勢などに応じ変動する場合があります

毎日の最終残高について付利単位を１００円とした１年を３６５日とする日割計算

（お利息は毎月１０日に貸越残高に元加する方式です）

お利息
計算方法

令和５年４月現在

　　商品名

ご利用期間

　　　（愛　　称）

お使いみち

   たかしんポケットローン

ご融資限度額
（貸越限度額）

ご利用
いただける方

ご融資利率



残高スライド方式
　毎月１０日に前日のお借入れ残高に応じた金額（元金および利息）をご返済

　していただきます（ご返済額は下記表をご参照ください）

　また、当金庫ＡＴＭまたは窓口にて随時ご返済が可能です

　　　 　　　　　　　　　  ５０万円以下 １０，０００円

　　　　　　５０万円超  ７０万円以下 １５，０００円

　　　　　　７０万円超１００万円以下 ２０，０００円

　　　　　１００万円超１５０万円以下 ２５，０００円

　 　　　　　１５０万円超２００万円以下 ３０，０００円

　　　　　２００万円超２５０万円以下 ３５，０００円

　　　　　２５０万円超３００万円以下 ４０，０００円

※約定日前日の貸越残高に利息を加えた金額が毎月の約定返済額に満たな
　 い場合は、貸越残高に利息を加えた金額を約定返済額といたします
※貸越利息の元加により貸越限度額を超えた場合は、貸越限度額超過分をご

　 返済いただきます

不要

SMBCコンシューマーファイナンス㈱
※保証料はご融資利率に含まれます

※ご返済が滞る等の一定の事由が生じた場合、SMBCコンシューマー

　 ファイナンス㈱がお客様に代わり残りのお借入金額およびお利息等を

　 一括で代位弁済いたします。代位弁済後はSMBCコンシューマー

　 ファイナンス㈱に対して支払い義務が生じます

不要

不要

保証人

保証

ご返済方法

ご返済日前日お借入れ残高
毎月の返済金額

（約定日毎月１０日）

担保

随    時

手数料

お取扱期間



苦情処理措置・ ○苦情処理措置
　　本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部（9時～
　17時20分、電話：027-360-3456、フリーダイヤル：0120-666-456（フリー
　ダイヤルは群馬県内のみ利用可)）にお申し出ください。　　
○紛争解決措置
　　東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595
　-8588）、第二東京弁護士会（電話：03-3581-2249）の仲裁センター等並び
　に群馬弁護士会（電話：027-234-9321）が設置運営する紛争解決センター
　で紛争の解決等を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、
　当金庫営業日に、上記リスク統括部または全国しんきん相談所（9時～17時、
　電話：03-3517-5825）または関東地区しんきん相談所（9時～17時、電話：03
　-5524-5671）にお申し出ください。
　　また、お客さまから、上記各弁護士会に直接お申出いただくことも可能です。
　　なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただ
　けます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会におい
　て、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図
　る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法
　(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部または
　全国しんきん相談所または関東地区しんきん相談所にお問合せください。

○現在のご融資利率・保証料やご返済額の試算については当金庫本支店
　 窓口までお問い合わせ下さい
○お申込み時に審査に必要となる書類をご用意いただきます
○審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください
○当座貸越ご契約時には所定の印紙税が別途必要となります

○ご返済期間中でも一部または全額の繰上げ返済も可能です

○詳しくは、窓口までお気軽にお問合せください

融個―15

　　紛争解決措置

高崎信用金庫

その他


